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Ⅲ 電子自治体の実現に向けて 

１．基本方針 

（１）利用者本位の行政サービス 

高い利便性を備え、町民ニーズに対応した、電子行政サービスの提供を実

現します。 

（２）利用環境の整備 

地理的制限や年齢・身体条件に関係なく、すべての町民がいつでもサービ

スを利用できる環境整備を進めます。 

（３）情報セキュリティと個人情報保護 

行政の情報管理・運用に対する町民からの信頼を確保し、町民が安心して

サービスを利用できる体制と基盤づくりを進めます。 

（４）庁内ネットワークの安定化 

 庁内ＬＡＮの高速化及びネットワークのセキュリティ確保を図り、機器障

害による通信停止を回避するネットワーク構築により、ノンストップネット

ワーク（※）の環境を整備します。 

 

（５）業務システムの連携と行政運営 

庁内の業務プロセスを見直し、情報化を推進するとともに、住民サービス

業務へのスムーズな連携を図るための体制・仕組みを構築します。 

※ノンストップネットワーク

24 時間停止することがな

く、常時稼動しているネット

ワークのこと。 




